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［
事
例
❶
］

　
光
回
線
の
勧
誘
電
話
が
あ
り
説
明
を
聞
い

た
が
、
契
約
す
る
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。
後

日
、
業
者
か
ら
書
面
が
届
き
、
契
約
し
た
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。

［
事
例
❷
］

　
光
回
線
と
一
緒
に
契
約
す
る
と
安
く
な
る

と
言
わ
れ
、
モ
バ
イ
ル
デ
ー
タ
通
信
と
タ
ブ

レ
ッ
ト
の
契
約
を
し
た
。
使
い
始
め
て
か
ら

通
信
料
が
高
額
だ
と
気
が
つ
い
た
。
業
者
に

解
約
を
伝
え
る
と
、
違
約
金
と
タ
ブ
レ
ッ
ト

代
金
を
請
求
さ
れ
た
。

［
事
例
❸
］

　
プ
ロ
バ
イ
ダ
料
金
が
安
く
な
る
と
電
話
勧

誘
が
あ
り
N
T
T
の
転
用
番
号
を
伝
え
た
ら
、

遠
隔
操
作
で
設
定
を
切
り
か
え
ら
れ
た
。
後

日
、
業
者
か
ら
届
い
た
契
約
書
面
を
確
認
す

る
と
料
金
が
安
く
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

［
事
例
❹
］

　
料
金
が
安
く
な
る
と
言
わ
れ
契
約
し
た
が
、

通
信
料
は
安
く
な
っ
て
も
、
知
ら
な
い
間
に

必
要
の
な
い
オ
プ
シ
ョ
ン
が
つ
け
ら
れ
、
以

前
よ
り
高
額
に
な
っ
た
。

［
事
例
❺
］

　
無
線
L ラ
ンAN（W

ワ
イ
フ
ァ
イ

i –Fi

な
ど
）を
契
約
し
、

プ
レ
ゼ
ン
ト
と
し
て
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
渡
さ
れ

た
が
、W

i –Fi

が
つ
な
が
ら
な
い
。
解
約
を

伝
え
る
と
、違
約
金
と
代
金
を
請
求
さ
れ
た
。
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光回線・光卸に関する相談件数推移
ひかりおろし

　
光
回
線
サ
ー
ビ
ス
卸
売
の

　
　
　
　
　
　  

契
約
に
ご
注
意

　

「
光
回
線
サ
ー
ビ
ス
」
と
は
、
光
フ
ァ
イ

バ
ー
ケ
ー
ブ
ル
を
使
っ
た
回
線
に
よ
り
、
高

速
な
通
信
環
境
を
利
用
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
や
電
話
な
ど
を
利
用
す
る
こ
と
で
す
。

　

N
T
T
が
光
回
線
サ
ー
ビ
ス
の
卸
売
を
開

始
し
た
こ
と
に
よ
り
、
卸
売
を
受
け
た
多
く

の
事
業
者
は
、
光
回
線
と
プ
ロ
バ
イ
ダ
（
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
業
者
）
や
光
電
話
な
ど

を
組
み
合
わ
せ
た
独
自
の
サ
ー
ビ
ス
を
、
さ

ま
ざ
ま
な
料
金
や
契
約
形
態
で
消
費
者
に
提

供
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
下
図
参
照
）。

　

消
費
者
は
契
約
の
選
択
肢
が
ふ
え
ま
し
た

が
、
事
業
者
の
説
明
不
足
な
ど
に
よ
り
、
光

回
線
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
に
関
す
る
相
談
が
、

富
士
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
多
数
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
（
下
グ
ラ
フ
参
照
）。

　
平
成
27
年
2
月
か
ら
、
光
回
線
を
所
有
す
る
N
T
T
東
日
本
・
西
日
本
（
以
下

N
T
T
）
が
、
光
回
線
サ
ー
ビ
ス
の
卸
売
を
開
始
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
卸
売
を
受

け
た
事
業
者
が
、消
費
者
に
光
回
線
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
今
回
は
、
光
回
線
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
と
電
気
通
信
事
業
法

の
改
正
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

光
回
線
サ
ー
ビ
ス
の
卸
売
と
は

よ
く
確
認
し
て
か
ら
契
約
し
ま
し
ょ
う
！

光回線サービスに関する契約形態（例）

NTT NTT

他業者卸売を受けた事業者

消費者 消費者

・光回線
・光電話など

・プロバイダ
　など

▼▼ ▼▼

・光回線　・光電話など
・プロバイダなど

▼▼ 光回線を卸売

▼▼
※光卸とは、光回線の卸売を受けた事業者が提供する光
　回線サービスのこと。

契約 契約 契約

相
談
事
例

従来からの
形態

新たに開始
された形態
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契
約
書
面
の
受
領
日（
一
部
例
外
あ
り
）を

初
日
と
し
て
8
日
間
が
経
過
す
る
ま
で
は
、

事
業
者
の
合
意
な
く
、
消
費
者
の
都
合
の
み

を
理
由
と
し
て
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で

き
る
制
度
で
す
。

　

「
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
」
に
似
た
制
度
で

す
が
、
ど
の
よ
う
な
販
売
方
法
で
も
適
用
さ

れ
、
は
が
き
な
ど
の
書
面
を
事
業
者
に
送
付

す
る
こ
と
で
契
約
を
解
除
で
き
ま
す
。

　

対
象
は
、
光
回
線
サ
ー
ビ
ス
や
主
な
携
帯

電
話
サ
ー
ビ
ス
な
ど
で
、
電
気
通
信
サ
ー
ビ

ス
と
一
緒
に
販
売
さ
れ
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

な
ど
の
端
末
の
契
約
は
解
除
さ
れ
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
／
市
民
安
全
課

　
　
　
　
　
　
　
☎（
55
）2
7
5
0

　　　　　　　　　　　　　　

5（
51
）0
3
6
7

電
気
通
信
事
業
法
の
改
正

　
前
述
の
よ
う
な
相
談
が
全
国
で
相
次
い
だ

こ
と
か
ら
、
平
成
28
年
5
月
に
電
気
通
信
事

業
法
が
改
正
さ
れ
、
新
た
な
消
費
者
保
護
の

ル
ー
ル
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

【
改
正
さ
れ
た
主
な
ポ
イ
ン
ト
】

❶
説
明
義
務
の
充
実

・
高
齢
者
や
障
害
者
な
ど
に
は
、
そ
の
人
の

状
態
に
配
慮
し
た
説
明
を
契
約
前
に
行
う

こ
と

・
2
年
縛
り
の
契
約
な
ど
が
自
動
更
新
さ
れ

る
際
、
利
用
者
に
事
前
に
通
知
す
る
こ
と

❷
書
面
交
付
義
務
の
導
入

・
契
約
が
成
立
し
た
ら
、
遅
滞
な
く
契
約
内

容
を
明
ら
か
に
す
る
契
約
書
面
を
交
付
す

る
こ
と

❸
初
期
契
約
解
除
制
度
・
確
認
措
置
の
導
入

　

（
下
記
参
照
）

初
期
契
約
解
除
制
度
と
は

　

電
波
状
況
に
問
題
が
あ
り
、
通
信
に
支
障

が
あ
る
と
き
や
、
契
約
に
関
す
る
説
明
が
不

十
分
で
あ
る
と
き
は
、
最
低
8
日
間
の
事
業

者
が
定
め
た
期
間
内
に
申
し
出
る
こ
と
で
、

端
末
も
含
め
て
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
な
ど
詳
し
く
は
、

総
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
Bhttp://w

w
w
.

soum
u.go.jp

）
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

確
認
措
置
と
は

　
初
期
契
約
解
除
制
度
や
確
認
措
置

に
該
当
す
る
契
約
の
場
合
は
、
契
約

書
面
に
そ
の
旨
が
記
載
さ
れ
ま
す
。

　
光
回
線
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
契
約
す

る
際
は
、
契
約
の
相
手

先
や
契
約
内
容
、
解
約

時
の
条
件
な
ど
を
よ
く

確
認
し
ま
し
ょ
う
！

１
人
で
悩
ま
ず
、
富
士
市
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
に
相
談
を

　

富
士
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、
消
費

生
活
に
関
す
る
困
り
事
や
、
契
約
・
解
約
に

関
す
る
こ
と
な
ど
、
消
費
者
か
ら
の
苦
情
相

談
を
、
専
門
の
相
談
員
が
受
け
付
け
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
悪
質
商
法
か
ら
の
被
害
を
未
然
に

防
ぐ
た
め
、
要
望
に
応
じ
て
、
お
住
ま
い
の

地
域
や
企
業
・
学
校
な
ど
に
出
向
い
て
、
出

前
講
座
を
行
っ
て
い
ま
す
。
団
体
を
対
象
に

無
料
で
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

と　

き
／
月
～
金
曜
日　

9
～
16
時
（
祝
休

　

日
は
除
く
）

と
こ
ろ
／
富
士
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
（
市

　

役
所
3
階
北
側
）

相
談
方
法
／
直
接
ま
た
は
電
話
・
F
A
X
で

　

富
士
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ

　

1（
55
）2
7
5
6

　

5（
53
）2
8
6
0

注
意
！

　
契
約
解
除
ま
で
に
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
料
、
契
約
解
除
ま
で
に
行
わ
れ
て

い
た
工
事
の
費
用
、事
務
手
数
料
な
ど
は
、

2
万
8
0
0
0
円
を
上
限
に
契
約
者
に
請

求
し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

注
意
！

　

契
約
解
除
ま
で
に
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
料
、
付
随
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
の
利

用
料
は
、
契
約
者
に
請
求
し
て
も
よ
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

相
談
事
例
か
ら
見
る
問
題
点

❶
事
業
者
が
、
契
約
先
が
変
わ
る
こ
と
を
消

費
者
に
認
識
さ
せ
て
い
な
い

※
光
卸
は
、
N
T
T
で
は
な
く
、
別
の
事
業

者
と
の
契
約
に
な
り
ま
す
。

❷
事
業
者
の
説
明
不
足
に
よ
り
、
勧
誘
時
の

説
明
と
実
際
の
月
額
料
金
が
異
な
る

❸
電
話
な
ど
口
頭
で
の
説
明
の
み
で
、
詳
細

が
わ
か
ら
な
い
状
態
で
契
約
し
て
い
る

8 日間

契約書面受領日
▼

契約解除可能期間


